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１ はじめに 

牛ヨーネ病は慢性の水様性下痢、削痩や泌乳

量の低下等が主徴であり、発症までの数か月か

ら数年間は、明確な症状を示さずに持続感染す

る不顕性感染を特徴とする反芻動物の伝染病

である。家畜伝染病予防法により法定伝染病に

指定されており、感染牛は殺処分が義務付けら

れている。 

国内での発生は年々増加しており、全国的な

まん延が危倶されている。¹⁾ 

本県では、青森県牛のヨーネ病防疫対策要領

に基づき、定期的に検査を実施しており、今年

度、当所管内において、4市町村、計 389 頭に

ついて検査を実施した結果、これまで本病の発

生が認められていない地域において本病が発

生したことから、早期清浄化を達成するために

対策を講じたのでその概要を報告する。 

 

２ ヨーネ病定期検査の概要 

 本県の防疫対策要領に基づく肉用牛のヨー

ネ病定期検査では、検査対象は 12 か月齢以上

の肉用繁殖雌牛であり、検査間隔は、平成 26

年度からは2年に1度の実施と定められている。 

検査方法は、スクリーニング検査を実施し、

陽性であれば糞便リアルタイム PCR 検査で定

量判定を行い、その結果が基準値以上の数値と

なった場合、患畜決定となる。 

検査の結果、ヨーネ病の発生が認められた場

合、患畜の同居牛について糞便リアルタイム

PCR 検査を実施することとなっている。患畜確

認時検査で陰性となった後、さらに検査を 3回

実施してその結果がすべて陰性であった場合、

1年で清浄化となるが、継続発生が認められた

場合、清浄化までは最低でも 3年を要するここ

となる(図 1)。 

 

 

図 1 同居牛検査の概要 

 

 

 

 



３ 発生農場 

発生農場は、黒毛和種の繁殖・肥育一貫経営

農場であり、飼養頭数は計 161 頭、繁殖牛舎で

は繁殖雌牛 14 頭、子牛 6頭を飼養していた。 

肥育牛舎では種雄牛 1頭、肥育牛 140 頭を飼

養していた。種雄牛は、当該農場が利用してい

る公共放牧場で供用されており、退牧後は当該

農場が管理していた。今回のヨーネ病患畜は、

図１に示した繁殖牛舎で飼養されていた。繁殖

牛舎と肥育牛舎はわかれており、作業導線もわ

かれていた(図 2)。 

 

 

図 2 発生農場見取り図 

 

４ 発生概要 

平成27年4月13日に実施された定期検査の

スクリーニング検査の結果、繁殖雌牛 14 頭中

1頭が陽性となった。 

その後、4月 14 日実施の糞便リアルタイ 

ム PCR 検査の結果、80.426pg/2.5μl と基準値

より著しく高い遺伝子量が確認され、ヨーネ病

が確定した。 

患畜の殺処分は、本病確定 6 日後の 4 月 20

日に患畜直子のとう汰とともに実施した。 

患畜とともに繁殖牛舎で飼養されていた同

居牛は 13 頭で、これら同居牛の糞便 PCR の結

果、定量判定ではすべて陰性となったが、定性

判定において 3頭が陽性となった。 

 

５ 農場のまん延防止対策 

患畜の検査結果から、遺伝子量が基準値より

著しく高値であること、同居牛検査において定

性判定で 3頭が陽性となったことなどから、農

場でのまん延が危惧されたこと、清浄地域での

発生ということから、農場関係者と協議し、早

期清浄化を図るため、同居牛全頭を自主とう汰

し、消毒を徹底することを決定した。 

同居牛のとう汰については、定性判定で陽性 

であった 3頭を優先に行い、その後、妊娠牛は

分娩、離乳後に順次とう汰を実施した。なおと

う汰はすべてと畜場でのと殺とし、ヨーネ病と

う汰奨励事業を利用して実施した(表1)。また、

離乳した子牛は肥育牛舎に移動して自家肥育

することとした。 

 

表 1 同居牛とう汰実施状況 

 

 

 

 



畜舎消毒については、患畜殺処分後と同居牛

全頭とう汰後の 2回実施した。特に 2回目の消

毒については、清掃、水洗、塩素消毒を繰り返

し、乾燥後に石灰乳を塗布し消毒の徹底を図っ

た(表 2,図 3)。 

以上の消毒が完了した10月13日をもって清

浄化とした。 

 

表 2 消毒作業実施状況 

 

 

図 3  畜舎の清掃・消毒作業の様子 

 

６ 発生地域のまん延防止対策 

発生地域におけるまん延防止対策として、 

放牧場の種雄牛の更新を行った。また、来年度、

発生地域は定期検査の年ではないが、全 15 農

場の繁殖雌牛の全頭検査を臨時に実施するこ

とを生産者、担当獣医師、役場、家保の協議に

より決定した。 

 

７ 総括 

今回の発生農場において、患畜及び患畜直 

子の迅速なとう汰を実施したこと、さらに、

農場側と協議し、同居牛の全頭とう汰、畜舎

等の消毒を徹底させることで、6か月という早

期の清浄化を達成した。 

また、発生地域では、公共放牧場での供用

種雄牛の更新を行い、来年度、臨時の全頭検

査を実施することにより、ヨーネ病のまん延

を防止し、清浄性の維持を図ることとした。 

 

８ 今後の対策 

 今後の対策として、発生牛舎の空舎期間を設 

定し、牛舎環境中のヨーネ菌残存検査を実施し 

て陰性を確認後、牛を導入することにした。 

また、導入牛については、飼養衛生管理基 

準に基づき隔離し、県外からの導入牛について

は検査を実施、清浄性を維持しながら、当該農

場の繁殖経営再開に向け取り組んでいきたい

と考えている。 
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